
指標 

（厚労省共通指標・ＤＰＣ指標）

Process

期間 各指標の計算式と分母・分子の項目名 分母・分子の解釈 

分子
分母のうち「D299 喉頭ファイバースコピー」または「E0037 造影剤注入手技

嚥下造影」検査が行われた患者数。 

分母 誤嚥性肺炎患者数

収集

期間

調整

方法

厚13
誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコピー

あるいは嚥下造影検査の実施率

 誤嚥性肺炎の多くは嚥下障害によって引き起こされる。咽頭ファイバースコピーや嚥下造影検査によって患

者の嚥下機能を評価し、適切なアプローチ(治療、摂食・嚥下訓練、リハビリテーション、音声訓練など)につ

なげることができる。 

最小値0.00 25％値0.00 中央値3.83 75％値12.57 最大値30.68  回答病院  68 

指標の意義 

指標の計算式、分母・分子の解釈 

2019年間数値報告 

考察・分析 

 誤嚥性肺炎は、明らかな誤嚥が直接確認されるか、嚥下機能障害の存在によって診断されます。嚥下機能障

害の診断は、精神機能・身体機能を評価したうえで、口腔・咽頭・喉頭などの状態を観察し嚥下の様子を観察

することになります。口腔期、咽頭期、食道期のどの段階でどのような機能障害が生じているかを客観的に評

価することで、食物形態の工夫や非経口摂取の対応、口腔の清潔と機能訓練などの対応を適切にできる可能性

があります。しかし、嚥下機能障害のあるまたは嚥下機能障害のリスクの高い基礎疾患をもつ高齢患者を多く

診療する病院では、反復例も多く、全例が本検査の適応となるわけではありません。またこれらの検査を実施

する体制の有無によって影響を受けると考えられます。実施率の中央値は3.83％、75％値でも12.57％です。最

大値でも30.68％ですが、3施設は外れ値となっており、50％を超える施設が2施設あります。21施設は実施件数

が0という結果でしたが、内視鏡嚥下機能検査（D298-2）が分子に含まれていないことがわかり、定義の変更を

検討中です。 

一方、指標22嚥下評価・訓練実施率は中央値で70.37％であり、多くの施設で積極的にとりくまれていること

がうかがえます。嚥下訓練評価実施割合が80％以上の施設の検査実施率は5施設を除き10％未満と低い状況であ

り、リスクの高い高齢患者を多く受けいれている施設でまたは検査ができる体制・設備が整っていない可能性

も考えられます。検査実施率10％以上の21施設の嚥下評価訓練実施割合は23％から100％（報告なしが4施設）

です。必要に応じて客観的な評価を行い、嚥下の状態に応じた適切な訓練計画をたて行うことで、訓練の質を

引き上げることが期待されます。 
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